
令和 7年７月吉日 

社会福祉法人 こどもの国協会 

 

ご寄付・ご遺贈について 

 横浜市青葉区と東京都町田市にまたがる「こどもの国」は、皇太子殿下（現上皇陛下）ご結婚

を記念して、1965年に開園しました。本年のこどもの日に開園 60周年を迎えました。これま

で 5000万人近い皆様にご利用いただいております。 

 都心から 30 キロという近場にある 100ha の敷地には自然の野山が残り、また遊具やスポ

ーツ施設が点在しており、家族連れを中心とした遊びや憩いの場となっています。「あそびの

なかに、未来がある。」をテーマとしており、これから先も、児童の健全育成を旨とし、子どもた

ちが自然に親しみながらのびのびと遊べる緑豊かな環境を維持・発展させて次世代に継承し

たいと考えております。 

 これらの趣旨にご賛同いただいた皆様からご寄付・ご遺贈を賜ることができれば、これまで

以上に自然環境の維持や遊具等の施設整備に努めます。ぜひともお力添えをお願い申し上

げます。 

 なお、ご寄付いただいた場合には、寄付金控除対象となります。寄付受領書をお送りすると

ともに、ホームページ（HP）等にお名前の掲載（希望者のみ）をするなど、下記のような形でお

礼の気持ちをお伝えします。 

寄付額 HP に 

氏名掲載 

掲示板に 

氏名掲載 
招待券 

（入園のみ） 

招待券 

（プール・スケー

トセット券） 

メッセージ

プレート 

３千円以上 ○      

１万円以上 ○     

５万円以上 ○ ○ １０枚   

１０万円以上 ○ ○ １５枚   

５０万円以上 ○ ◎(注１) １５枚 １５枚   

１００万円以上 ○ ◎(注１) ２５枚 ２５枚 ○（注２） 

５００万円以上 ○ ◎(注１) ３５枚 ３５枚 ○（注２） 

1000 万円以上 ○ ◎（注１） ５０枚 ５０枚 ○（注２） 
 

注１ ５０万円以上の場合、特製ネームプレートになります 

注２ 入口付近にメッセージプレートを掲示します（寄付の使途についてご希望がある場合は、できる限りご

意向に沿わせていただきます） 

 



〇 ご寄付の手続き 

   ① 別紙「寄付金申込書」にご記入の上、メール・郵送・FAXのいずれかで下記までお送

り下さい。 

郵送先：２２７－００３６ 横浜市青葉区奈良町７００番地   

社会福祉法人 こどもの国協会 総務部 総務課 寄付金担当宛 

メールアドレス：soumu@kodomonokuni.org 

FAX番号：０４５－９６２―１３６６ 

寄付申込書：ダウンロード 

  ② 担当者よりご連絡いたします。 

    寄付金申込書を確認させていただきましたら、ご連絡いたします。                                    

    銀行振込をご希望の方：口座情報をご案内いたします。 

    現金書留をご希望の場合：郵便局からお手続きをお願いいたします。 

③ 受領書をお送りいたします。 

   ご入金が確認できましたら、受領書をお送りいたします。 

   入金確認には、多少時間がかかる場合がありますので、ご了承ください。 

   ※受領書は確定申告で寄付金控除を受ける際に必要となりますので、大切に保管をお

願いいたします。また、所得税に加え、神奈川県及び横浜市の在住者の寄付者は個人県

民税及び個人市民税の寄付金税額控除の対象に指定されています。 

     

 

※ご遺贈につきましては、事前に直接総務課にご相談ください。 

 

 

 

 

 

 


